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Ⅴ 地域別環境配慮指針 

１．地域区分 

本市は、森林や里山を主体とする地域から都市的な土地利用がなされている地域まで、

多様な土地利用がなされています。各地域に求められる環境への配慮は一様ではないた

め、地域の特性を踏まえた区分分けが必要です。 

したがって、富岡市の土地利用特性から、以下に示す地域区分を設定します。 

 
①森林・里山地域 
黒川、黒岩、小野地区（里山を主体とする丘陵地） 
吉田、丹生、妙義地区（広葉樹林と植林を主体とする山地） 

額部地区（植林を主体とする山地） 

 
②近郊住宅地・田園地域 
高瀬、高田地区 

 
③都市地域 
一ノ宮、七日市、富岡、東富岡地区 
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２．地域別環境配慮指針 

本市の土地利用や自然環境等の状況を考慮した地域区分に基づき、次のような地域別

の環境配慮が必要となります。 

 

① 森林・里山地域 

【共通事項】 

○ 地域住民とボランティア団体との連携による里山保全活動を支援する。 

・ 竹林・篠の伐採 

・ 溜池の清掃と水質浄化 

・ クヌギ・コナラの植林 

・ 谷津田の保全 

○ 水源かん養林の保護と拡大に努める。 

○ 溜池に分布するヒシ群落の保護に努める。 

○ 優良農地の保全に努める。 

○ 環境保全型農業の普及に努める。 

○ 合併処理浄化槽の設置を促進する。 

○ 河川及び溜池周辺の水路については、自然環境や景観に配慮したものへの整備改修

に努める。 

○ 市民参加による河川及び湖沼の清掃活動を促進するとともに、河川等へのゴミ投棄

防止に対する意識啓発に努める。 

○ ゴルフ場では、協定に基づいた適切な農薬使用や排水の水質管理指導に努める。 

○ 屋敷林・樫ぐねの保全・普及に努める。 

○ ゴミを捨てない。 

【黒川、黒岩、小野地区（里山を主体とする丘陵地）】 

○ 遊休農林地については、里山の生態系などを踏まえた有効利用の促進に努める。 

○ 農用地が持つ環境保全機能を踏まえた積極的な保全・整備に努める。 

○ 環境保全型農業など、環境に配慮した農法を積極的に取り入れるよう努める。  

○ 里山や農地を保全するため、農林業の担い手の確保に努める。 

○ 工業団地においては、自然環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努

める。 

○ 長学寺のオオイチョウ（市天然記念物）、長学寺のモミジ・小野小学校のトチノキ等

の名木の保護に努める。 

○ 小野の溜池に分布するアオウキクサ・サンショウモ群集及びフトイ群落の保護に努

める。 
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○ もみじ平総合公園の活用や県立自然史博物館との連携による環境教育・環境学習イ

ベントを開催する。 

【吉田、丹生、妙義地区（広葉樹と植林を主体とする山地）】 

○ 地域住民による「ほたるの里づくり」活動の支援に努める。 

○ 工場においては、自然環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努める。 

○ 地域住民によるガーデニングコンテスト等、主体的な活動を支援する。 

○ 神成のマツ、妙義神社のスギ、木島家のヒイラギ、菅原神社の大ヒノキ、吾妻神社

の大スギ等名木の保護に努める。 

○ 鳴沢不動の水源地の保護に努める。 

○ 南蛇井の不整合の露出場所の保護に努める。 

○ 上信越自動車道、国道 254 号沿線における交通騒音対策に努める。 

○ 丹生湖等の自然環境を活用し、環境教育・環境学習イベントを開催する。 

○ 妙義山の自然環境保護に努める。 

【額部地区（植林を主体とする山地）】 

○ 牛伏山衝上断層の露出場所の保護に努める。 

○ 大塩湖や藤田峠森林公園等を活用し、環境教育・環境学習イベントを開催する。 

○ 農業集落排水事業区域内接続を推進する。 

 

② 近郊住宅地・田園地域 

【高瀬、高田地区】 

○ 遊休農地の有効利用を促進する。 

○ 農用地が持つ環境保全機能を踏まえ、積極的な保全・整備に努める。 

○ 環境保全型農業など、環境に配慮した農法を積極的に取り入れるよう努める。  

○ 農地を守るため、農業の担い手確保に努める。 

○ 合併処理浄化槽の設置を促進する。 

○ 古蛇
こ じ ゃ

崩礁
ぐ え

の保護に努める。 

○ イタビカズラ群落（北向観音周辺）の保護に努める。 

○ 中高瀬観音山遺跡の保全と史跡公園としての活用を図る。 

○ ゴミを捨てない。 

 



 61 

③ 都市地域 

【共通事項】 

○ 庭やベランダで花や緑を育てるほか、生け垣などの設置を促進する。 

○ 事業者は、都市環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努める。 

○ 市街地及びその周辺の緑地の積極的な保全・整備に努める。 

○ 生活道路や公園、下水道など都市基盤の整備を計画的に進める。 

○ 身近な公園や親水空間の整備に努める。 

○ 都市や住宅地の景観づくりのため、看板や建物等の規制等を検討する。 

○ ゴミを捨てない。 

【一ノ宮地区】 

○ 貫前神社及び社叢
しゃそう

の保護・保全に努める。 

○ 貫前神社のスダジイ・宮崎神社のスギ（市天然記念物・）、貫前神社のオオイチョウ・

堂山のカシ・龍光寺（宮崎）のサクラ、和合のオオイチョウ（市天然記念物）等の名

木の保護に努める。 

○ 国道 254 号・バイパス沿線における交通騒音対策に努める。 

○ 合併処理浄化槽の設置を促進する。 

○ 工業団地においては、自然環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努

める。 

【七日市地区】 

○ 富岡高校のケヤキ等の名木の保護に努める。 

○ 国道 254 号・バイパス沿線における交通騒音対策に努める。 

○ 下水道整備区域内においては、速やかに下水道への接続を行うよう努める。 

○ 下水道整備区域外においては、合併処理浄化槽を設置し、単独処理浄化槽の場合は

合併処理浄化槽に切り替えるとともに、浄化槽の適切な維持管理に努める。 

【富岡地区】 

○ 龍光寺（富岡）のオオイチョウ（県天然記念物）等の名木の保護に努める。 

○ 国道 254 号・バイパス沿線における交通騒音対策に努める。 

○ 下水道整備区域内においては、速やかに下水道への接続を行うよう努める。 

○ 下水道整備区域外においては、合併処理浄化槽を設置し、単独処理浄化槽の場合は

合併処理浄化槽に切り替えるとともに、浄化槽の適切な維持管理に努める。 

○ 工業団地においては、自然環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努

める。 

【東富岡地区】 

○ 上信越自動車道、国道 254 号・バイパス沿線における交通騒音対策に努める。 

○ 合併処理浄化槽の設置を促進する。 
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○ 公共下水道導入について調査・研究する。 

○ 工業団地においては、自然環境や景観に配慮した施設の計画や生産体制の確立に努

める。 

 


